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告 示

宮崎県告示第 774号
　障害者自立支援法（平成17年法律第　123号）第54条第２項の規定
により、精神通院医療を行う指定自立支援医療機関を次のとおり指
定した。
　　平成21年12月10日

宮崎県知事　東国原　英　夫　

郷田薬局 綾町 薬局 平成21年
12月１日

名　称 所在地
担当する医療
の種類

指　定
年月日

結い診療所 綾町 精神通院医療 平成21年
12月１日

ハロー薬局大町店 宮崎市 薬局 平成21年
12月１日

国武薬局 宮崎市 薬局 平成21年
12月１日

国武薬局うきた店 宮崎市 薬局 平成21年
12月１日

三和薬局 宮崎市 薬局 平成21年
12月１日

国武薬局小林店 小林市 薬局 平成21年
12月１日

名　称 所在地
名　称

変　更
年月日

変更前 変更後

北野クリニ
ック

宮崎市 北野クリニッ
ク

北野メンタル
クリニック

平成21年
11月１日

宮崎県告示第 775号
　障害者自立支援法（平成17年法律第　123号）第64条の規定により
、精神通院医療を行う指定自立支援医療機関の名称の変更について
次のとおり届出があった。
　　平成21年12月10日

宮崎県知事　東国原　英　夫　

宮崎県告示第 776号
　障害者自立支援法（平成17年法律第　123号）第65条の規定により
、精神通院医療を行う次の指定自立支援医療機関はその指定を辞退
した。
　　平成21年12月10日

宮崎県知事　東国原　英　夫　

名　称 所在地
担当する医療
の種類

辞　退
年月日
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みらい薬局 宮崎市 薬局 平成21年

12月７日

宮崎県告示第 777号
　森林法（昭和26年法律第　249号）第25条の２第１項の規定により
、次のとおり民有林の保安林の指定をする。
　　平成21年12月10日

宮崎県知事　東国原　英　夫　
１�　民有林の保安林の所在場所　東臼杵郡門川町大字川内字柿木田
6471、6477−１から6477−３まで、6482−１、字池田6876、字北
ノ内6877−１
２　指定の目的　水源のかん養
３　指定施業要件
　⑴　立木の伐採の方法
　　ア　主伐に係る伐採種は、定めない。
　　イ�　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
以上のものとする。

　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種
　　　次のとおりとする。
　�　（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮崎県環境森林
部自然環境課及び東臼杵農林振興局並びに門川町役場に備え置い
て縦覧に供する。）

宮崎県告示第 778号
　森林法（昭和26年法律第　249号）第25条の２第１項の規定により
、次のとおり民有林の保安林の指定をする。
　　平成21年12月10日

宮崎県知事　東国原　英　夫　
１�　民有林の保安林の所在場所　東臼杵郡諸塚村大字家代字内ノ口
5801、字椎原5817−１、5827−１、5829−１
２　指定の目的　土砂の流出の防備
３　指定施業要件
　⑴　立木の伐採の方法
　　ア　次の森林については、主伐は択伐による。
　　　�　字内ノ口5801・字椎原5817−１・5827−１・5829−１（以

上４筆について、次の図に示す部分に限る。）
　　イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
　　ウ�　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
以上のものとする。

　　エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種
　　　次のとおりとする。
　�　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関
係書類を宮崎県環境森林部自然環境課及び東臼杵農林振興局並び
に諸塚村役場に備え置いて縦覧に供する。）

宮崎県告示第 779号
　森林法（昭和26年法律第　249号）第25条の２第１項の規定により
、次のとおり民有林の保安林の指定をする。
　　平成21年12月10日

宮崎県知事　東国原　英　夫　
１�　民有林の保安林の所在場所　東臼杵郡諸塚村大字家代字尾手ノ
尾　712−22、　712−59、　712−60、大字七ツ山字高サレ2559−２
、2559−６、2560−２、字高八重4712、4713−１、4714−１、47
　17、字狐谷4754−１、4754−３
２　指定の目的　水源のかん養
３　指定施業要件
　⑴　立木の伐採の方法
　　ア　次の森林については、主伐は択伐による。
　　　�　字尾手ノ尾　712−60・字高サレ2559−６・2560−２・字高

八重4712・4713−１・4714−１・字狐谷4754−１（以上７筆
について、次の図に示す部分に限る。）、字尾手ノ尾　712−

　　　22、　712−59、字高サレ2559−２、字高八重4717、字狐谷47
　　　54−３
　　イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
　　ウ�　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
以上のものとする。

　　エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種
　　　次のとおりとする。
　�　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関
係書類を宮崎県環境森林部自然環境課及び東臼杵農林振興局並び
に諸塚村役場に備え置いて縦覧に供する。）

宮崎県告示第 780号
　森林法（昭和26年法律第　249号）第25条の２第１項の規定により
、次のとおり民有林の保安林の指定をする。
　　平成21年12月10日

宮崎県知事　東国原　英　夫　
１�　民有林の保安林の所在場所　東臼杵郡椎葉村大字不土野字尾後
ノ崎　503−11・字下灰ノ川内　556−１（以上２筆について次の図
に示す部分に限る。）
２　指定の目的　土砂の流出の防備
３　指定施業要件
　⑴　立木の伐採の方法
　　ア　次の森林については、主伐は択伐による。
　　　�　字尾後ノ崎　503−11・字下灰ノ川内　556−１（以上２筆に

ついて、次の図に示す部分に限る。）
　　イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
　　ウ�　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
以上のものとする。

　　エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種
　　　次のとおりとする。
　�　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関
係書類を宮崎県環境森林部自然環境課及び東臼杵農林振興局並び
に椎葉村役場に備え置いて縦覧に供する。）

宮崎県告示第 781号
　森林法（昭和26年法律第　249号）第25条の２第１項の規定により
、次のとおり民有林の保安林の指定をする。
　　平成21年12月10日



宮　崎　県　公　報� 平成　21　年　12　月　10　日（木曜日）第　2141　号

−�3�−

宮崎県知事　東国原　英　夫　
１�　民有林の保安林の所在場所　東臼杵郡椎葉村大字不土野字尾後
ノ崎　470−４・　470−６（以上２筆について次の図に示す部分に
限る。）
２　指定の目的　土砂の流出の防備
３　指定施業要件
　⑴　立木の伐採の方法
　　ア　主伐に係る伐採種は、定めない。
　　イ�　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
以上のものとする。

　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種
　　　次のとおりとする。
　�　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関
係書類を宮崎県環境森林部自然環境課及び東臼杵農林振興局並び
に椎葉村役場に備え置いて縦覧に供する。）

宮崎県告示第 782号
　森林法（昭和26年法律第　249号）第29条の規定により、農林水産
大臣から、次のとおり保安林の指定をする予定である旨の通知があ
った。
　　平成21年12月10日

宮崎県知事　東国原　英　夫　
１�　保安林予定森林の所在場所　西臼杵郡五ヶ瀬町大字鞍岡字戸鼻
6163−　118から6163−　122まで
２　指定の目的　水源のかん養
３　指定施業要件
　⑴　立木の伐採の方法
　　ア　主伐に係る伐採種は、定めない。
　　イ�　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
以上のものとする。

　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種
　　　次のとおりとする。
　�　（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮崎県環境森林
部自然環境課及び西臼杵支庁並びに五ヶ瀬町役場に備え置いて縦
覧に供する。）

宮崎県告示第 783号
　森林法（昭和26年法律第　249号）第29条の規定により、農林水産
大臣から、次のとおり保安林の指定を解除する予定である旨の通知
があった。
　　平成21年12月10日

宮崎県知事　東国原　英　夫　
１�　解除予定保安林の所在場所　都城市（国有林。次の図に示す部
分に限る。）
２　保安林として指定された目的　水源のかん養
３�　解除の理由　農地改良事業用地とするため（次の図に示す部分
に限る。）、指定理由の消滅（次の図に示す部分に限る。）
　�　（「次の図」は、省略し、その図面を宮崎県環境森林部自然環
境課及び北諸県農林振興局並びに都城市役所に備え置いて縦覧に
供する。）

宮崎県告示第 784号
　港湾法（昭和25年法律第　218号）第34条において準用する同法第
12条第５項の規定により、新たに完成した宮崎県が管理する港湾施
設の概要を次のとおり公示する。
　なお、関係図面は、宮崎県県土整備部港湾課及び宮崎県北部港湾
事務所において公衆の縦覧に供する。
　　平成21年12月10日

宮崎県知事　東国原　英　夫　

宮崎県告示第 785号
　港湾法（昭和25年法律第　218号）第34条において準用する同法第
12条第５項の規定により、宮崎県が管理する港湾施設の概要を次の
とおり公示する。
　なお、関係図面は、宮崎県県土整備部港湾課及び宮崎県串間土木
事務所において公衆の縦覧に供する。
　　平成21年12月10日

宮崎県知事　東国原　英　夫　

港　名
港　　湾　　施　　設

区分 種類 位置（図面対象番号） 数　量 能　力

古江港
（古江
・阿蘇
地区）

外郭
施設

防波
堤

延岡市北浦町古江字
古江浜2501番63地先
（Ｂ−１−36）

延長
　1００.０メ
ートル

天端高
　4.０メ
ートル

港　名
港　　湾　　施　　設

区分 種類 位置（図面対象番号） 数　量 能　力

福島港 外郭
施設

防波
堤

串間市大字南方字永
畑地先
（Ｂ−１−１−５）

延長
６.2０メー
トル

天端高
5.9０メ
ートル

臨港
交通
施設

臨港
道路

串間市大字南方字金
谷4273番から串間市
大字南方字永畑4559
番４まで
（Ｄ−１−１）

延長
　945.０メ
ートル

車道幅
員
　7.０メ
ートル

宮崎県告示第 786号
　港湾法（昭和25年法律第　218号）第34条において準用する同法第
12条第５項の規定により、宮崎県が管理する港湾施設の概要を次の
とおり公示する。
　関係図面は、宮崎県県土整備部港湾課、宮崎県北部港湾事務所、
宮崎県中部港湾事務所、宮崎県油津港湾事務所及び宮崎県串間土木
事務所において公衆の縦覧に供する。
　なお、港湾施設の概要の公示（平成19年宮崎県告示第　315号）は
、廃止する。
　　平成21年12月10日

宮崎県知事　東国原　英　夫　

港　名
港　　湾　　施　　設

区分 種類 位置（図面対象番号） 数　量 能　力
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古江港
（古江
・阿蘇
地区）

外郭
施設

防波
堤

延岡市北浦町古江字
阿蘇地先
（Ｂ−１−29）

延長
３０.０メー
トル

天端高
　5.０メ
ートル

離岸
堤

同上
（Ｂ11−３）

延長
　5.０メー
トル

天端高
−　０.5
メート
ル

護岸 同上
（Ｂ−５−33−１）

延長
　124.０メ
ートル

天端高
　5.5メ
ートル

延岡港 外郭
施設

防波
堤

延岡市東海町川口地
先
（Ｂ−１−７−８）

延長
2０.０メー
トル

天端高
　4.5メ
ートル

護岸 延岡市方財町地先
（Ｂ−５−６−１）

延長
　182.9メ
ートル

天端高
　7.０メ
ートル

同上
（Ｂ−５−６−２）

延長
　1３1.5メ
ートル

天端高
　7.０メ
ートル

熊野江
港

外郭
施設

防波
堤

延岡市熊野江町地先
（Ｂ−１−９）

延長
1０.０メー
トル

天端高
　5.5メ
ートル

細島港
（工業
港地区
）

廃棄
物処
理施
設

廃棄
物埋
立護
岸

日向市竹島町地先
（Ｋ−１−１）

延長
　６24.０メ
ートル

天端高
　5.5メ
ートル

同上
（Ｋ−１−２）

延長
　5.０メー
トル

天端高
　5.０メ
ートル

同上
（Ｋ−１−３）

延長
4０.０メー
トル

天端高
　5.０メ
ートル

同上
（Ｋ−１−４）

延長
　7.０メー
トル

天端高
　5.０メ
ートル

細島港
（商業
港地区
）

港湾
公害
防止
施設

防塵
柵

日向市大字日知屋字
西ノ原5505番４
（Ｊ−３−３）

延長
　127.7メ
ートル

高さ
　8.０メ
ートル

平岩港 外郭
施設

防砂
堤

日向市大字平岩字上
船人地先
（Ｂ−２−４）

延長
24.０メー
トル

天端高
　5.０メ
ートル

美々津
港

外郭
施設

防波
堤

日向市美々津町下町
地先
（Ｂ−１−20）

延長
48.1メー
トル

天端高
　5.０メ
ートル

港湾
環境
整備
施設

植栽 日向市美々津町崎田
地先
（Ｌ−４−２）

延長
　1６３.4メ
ートル
面積
　1，６３4平
方メート
ル

その
他の
施設

排水
路

同上
（Ｎ−５−１）

ボックス
カルバー
ト
　2６０.1メ
ートル

宮崎港 外郭
施設

護岸 宮崎市阿波岐原町前
浜1400番２地先
（Ｂ−５−25）

延長
　３００.０メ
ートル

天端高
　7.０メ
ートル

同上
（Ｂ−５−26）

延長
89.5メー
トル

天端高
　2.8メ
ートル

同上
（Ｂ−５−26−１）

延長
３０.０メー
トル

天端高
　2.8メ
ートル

同上
（Ｂ−５−27）

延長
　215.０メ
ートル

天端高
　2.8メ
ートル

同上
（Ｂ−５−28）

延長
　３０4.2メ
ートル

天端高
　2.8メ
ートル

同上
（Ｂ−５−29）

延長
75.０メー
トル

天端高
　３.5メ
ートル

同上
（Ｂ−５−30）

延長
　1０5.０メ
ートル

天端高
　３.5メ
ートル

同上
（Ｂ−５−31）

延長
６０.０メー
トル

天端高
　３.5メ
ートル

臨港
交通
施設

臨港
道路

宮崎市港東１丁目１
番２
（Ｄ−１−19）

延長
　221.1メ
ートル

幅員
2０.０メ
ートル
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宮崎市港東１丁目１
番１
（Ｄ−１−20）

延長
　552.３メ
ートル

幅員
11.5メ
ートル

宮崎市港東３丁目１
番
（Ｄ−１−21）

延長
　1００.０メ
ートル

幅員
11.5メ
ートル

同上
（Ｄ−１−22）

延長
　2００.０メ
ートル

幅員
　9.5メ
ートル

宮崎市港東１丁目１
番１
（Ｄ−１−23）

延長
　4３7.０メ
ートル

幅員
11.5メ
ートル

同上
（Ｄ−１−24）

延長
　221.2メ
ートル

幅員
11.5メ
ートル

同上
（Ｄ−１−25）

延長
8０.０メー
トル

幅員
　9.5メ
ートル

同上
（Ｄ−１−26）

延長
8０.０メー
トル

幅員
　9.5メ
ートル

同上
（Ｄ−１−27）

延長
8０.０メー
トル

幅員
　9.5メ
ートル

同上
（Ｄ−１−28）

延長
６０.０メー
トル

幅員
　9.5メ
ートル

宮崎市港東３丁目１
番
（Ｄ−１−29）

延長
60.0メー
トル

幅員
　9.5メ
ートル

宮崎市港東１丁目１
番１
（Ｄ−１−30）

延長
　42０.０メ
ートル

幅員
　9.5メ
ートル

同上
（Ｄ−１−31）

延長
　21０.０メ
ートル

幅員
　9.5メ
ートル

同上
（Ｄ−１−32）

延長
　21０.０メ
ートル

幅員
　9.5メ
ートル

内海港 係留 さん 宮崎市大字内海地先 延長 水深

施設 橋 （Ｃ−４−１） 45.4メー
トル

　2.０メ
ートル

油津港 外郭
施設

防波
堤

日南市大字平野字大
節8338番１地先
（Ｂ−１−５−２）

延長
4０.０メー
トル

天端高
　8.5メ
ートル

港湾
環境
整備
施設

植栽 日南市油津３丁目11
番
（Ｌ−４−４）

面積
６2３.8３平
方メート
ル

外浦港 係留
施設

物揚
場

日南市南郷町大字贄
波29番12地先
（Ｃ−６−４）

延長
　11０.０メ
ートル

水深
　３.5メ
ートル

岸壁 同上
（Ｃ−１−４）

延長
　1００.０メ
ートル

水深
　5.０メ
ートル

福島港 外郭
施設

防波
堤

串間市大字西方字下
タ町地先
（Ｂ−１−９−２）

延長
　12０.０メ
ートル

天端高
　5.5メ
ートル

同上
（Ｂ−１−９−３）

延長
　12０.０メ
ートル

天端高
　5.5メ
ートル

串間市大字南方字洲
崎地先
（Ｂ−１−３−１）

延長
77.０メー
トル

天端高
　３.4メ
ートル

同上
（Ｂ−１−３−２）

延長
50.0メー
トル

天端高
　３.4メ
ートル

防砂
提

串間市大字西方字下
夕町地先
（Ｂ−２−６−１）

延長
　３1.３０メ
ートル

天端高
　６.2メ
ートル

同上
（Ｂ−２−６−２）

延長
127.６5メ
ートル

天端高
5.００メ
ートル

同上
（Ｂ−２−６−３）

延長
1６2.4０メ
ートル

天端高
　３.2メ
ートル

同上
（Ｂ−２−６−５）

延長
　14.００メ
ートル

天端高
３.００メ
ートル

同上
（Ｂ−２−６−６）

延長
　27.25メ

天端高
３.００メ
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同上
（Ｂ−２−６−７）

延長
　28.００メ
ートル

天端高
３.００メ
ートル

同上
（Ｂ−２−６−８）

延長
　2０.００メ
ートル

天端高
1.００メ
ートル

導流
堤

串間市大字南方字金
谷地先
（Ｂ−４−４−01）

延長
　３5.００メ
ートル

同上
（Ｂ−４−４−02）

延長
　３8.5０メ
ートル

同上
（Ｂ−４−４−03）

延長
　３4.4０メ
ートル

同上
（Ｂ−４−４−04）

延長
　19.7０メ
ートル

同上
（Ｂ−４−４−05）

延長
　28.００メ
ートル

天端高
　1.０メ
ートル

同上
（Ｂ−４−４−06）

延長
　３０.００メ
ートル

天端高
　1.０メ
ートル

同上
（Ｂ−４−４−07）

延長
　25.００メ
ートル

天端高
　1.０メ
ートル

同上
（Ｂ−４−４−08）

延長
　59.００メ
ートル

同上
（Ｂ−４−４−09）

延長
　41.００メ
ートル

同上
（Ｂ−４−４−10）

延長
　58.００メ
ートル

同上
（Ｂ−４−４−11）

延長
　３０.００メ
ートル

護岸 串間市大字西方字下
タ町地先
（Ｂ−５−１−１）

延長
　4３.３６メ
ートル

天端高
5.００メ
ートル

同上
（Ｂ−５−１−５）

延長
　95.００メ
ートル

天端高
６.2０メ
ートル

串間市大字南方字金
谷地先
（Ｂ−５−４−２）

延長
　21.5０メ
ートル

天端高
　2.7メ
ートル

同上
（Ｂ−５−４−３）

延長
　1０.００メ
ートル

天端高
　2.7メ
ートル

串間市大字西方字西
浜地先
（Ｂ−５−５−１）

延長
　1３.６０メ
ートル

天端高
　３.5メ
ートル

同上
（Ｂ−５−５−２）

延長
　9６.4０メ
ートル

天端高
　３.5メ
ートル

串間市大字西方字下
タ町地先
（Ｂ−５−13）

延長
2６.7メー
トル

天端高
　2.7メ
ートル

串間市大字南方字金
谷地先
（Ｂ−５−16）

延長
　28０.３メ
ートル

天端高
３.６7メ
ートル

串間市大字西方字塩
町地先
（Ｂ−５−21）

延長
　３9３.5メ
ートル

天端高
　5.7メ
ートル

串間市大字南方字洲
崎地先
（Ｂ−５−22）

延長
2３.０メー
トル

天端高
　３.4メ
ートル

臨港
交通
施設

臨港
道路

串間市大字西方字下
タ町　14933番３、　1
5071番25及び　15071
番　127
（Ｄ−１−３−３）

延長
　2３1.０メ
ートル

幅員
　8.5メ
ートル

串間市大字西方字永
畑4442番３から4442
番５まで、4469番３
、4469番４、4470番
２から4470番４まで
、4471番３から4471
番５まで、4472番２
、4472番３、4484番

延長
　３2０.０メ
ートル

幅員
　7.5メ
ートル



同上
（Ｂ−１−２−２）

延長
4０.０メー
トル

天端高
　６.０メ
ートル

同上
（Ｂ−１−23）

延長
42.1メー
トル

天端高
　5.4メ
ートル

同上
（Ｂ−１−24）

延長
27.６メー
トル

天端高
　６.5メ
ートル

同上
（Ｂ−１−25）

延長
３7.０メー
トル

天端高
　5.4メ
ートル

古江港
（古江
・阿蘇
地区）

外郭
施設

防波
堤

延岡市北浦町古江字
阿蘇地先
（Ｂ−１−32）

延長
4６.０メー
トル

天端高
　5.３メ
ートル

同上
（Ｂ−１−33）

延長
4０.０メー
トル

天端高
　5.０メ
ートル

護岸 延岡市北浦町古江字
古江浜地先
（Ｂ−５−34）

延長
　３３1.2メ
ートル

天端高
　5.4メ
ートル

離岸
堤

延岡市北浦町古江字
下阿蘇地先
（Ｂ11−４）

延長
5０.０メー
トル

天端高
−　０.5
メート
ル

熊野江
港

外郭
施設

防波
堤

延岡市熊野江町地先
（Ｂ−１−11）

延長
5０.０メー
トル

天端高
　4.5メ
ートル

延岡港 外郭
施設

防波
堤

延岡市東海町地先
（Ｂ−１−７−11）

延長
29.5メー
トル

天端高
　4.5メ
ートル

護岸 延岡市方財町地先
（Ｂ−５−６−５）

延長
　1０9.9メ
ートル

天端高
　7.０メ
ートル

係留
施設

物揚
場

同上
（Ｃ−６−８）

延長
9０.０メー
トル

水深
　３.０メ
ートル

細島港
（工業
港地区
）

係留
施設

岸壁 日向市竹島町３番２
（Ｃ−１−16）

延長
　2６０.０メ
ートル

水深
1３.０メ
ートル
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３、4486番６、4486
番７、4489番３、44
90番２、4491番２、
4492番２、4496番２
、4497番２、4498番
３、4499番２、4500
番２、4506番２、45
07番３、4508番４、
4509番２、4559番32
及び4459番33
（Ｄ−１−３−４）

航行
補助
施設

航路
標識

串間市大字西方字下
タ町地先
（Ｅ−１−４）

１基

大納港 外郭
施設

防波
堤

串間市大字大納字縄
手地先
（Ｂ−１−２−１）

延長
６4.０メー
トル

天端高
　5.０メ
ートル

同上
（Ｂ−１−２−２）

延長
17.０メー
トル

天端高
　5.０メ
ートル

同上
（Ｂ−１−２−３）

延長
1０.０メー
トル

天端高
　5.０メ
ートル

同上
（Ｂ−１−２−４）

延長
2０.０メー
トル

天端高
　5.０メ
ートル

同上
（Ｂ−１−２−５）

延長
22.０メー
トル

天端高
　5.０メ
ートル

宮崎県告示第 787号
　港湾法（昭和25年法律第　218号）第34条において準用する同法第
12条第５項の規定により、宮崎県が管理する港湾施設の概要を次の
とおり公示する。
　関係図面は、宮崎県県土整備部港湾課、宮崎県北部港湾事務所、
宮崎県中部港湾事務所、宮崎県油津港湾事務所及び宮崎県串間土木
事務所において公衆の縦覧に供する。
　なお、港湾施設の概要の公示（平成19年宮崎県告示第　316号）は
、廃止する。
　　平成21年12月10日

宮崎県知事　東国原　英　夫　

港　名
港　　湾　　施　　設

区分 種類 位置（図面対象番号） 数　量 能　力

古江港
（直海
地区）

外郭
施設

防波
堤

延岡市北浦町市振字
直海地先
（Ｂ−１−２−１）

延長
３8.０メー
トル

天端高
　7.7メ
ートル
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荷さ
ばき
施設

軌道
走行
式荷
役機
械

日向市竹島町３番
（Ｆ−２−６）

１基 吊り上
げ荷重
48.4ト
ン
公称能
力
40トン
／時

荷さ
ばき
地

日向市竹島町３番２
（Ｆ−４−２）

面積
4０，1３8平
方メート
ル

アスフ
ァルト
舗装

船舶
役務
用施
設

給水
施設

同上
（Ｉ−１−13）

２基 30トン
／時

港湾
管理
施設

港湾
管理
用資
材倉
庫

日向市竹島町３番
（Ｎ−２−３）

総床面積
　1０5.4平
方メート
ル

軽量鉄
骨造平
屋建て

その
他の
港湾
の管
理の
ため
の施
設
（ヤ
ード
照明
灯）

同上
（Ｎ−５−１）

１基 高さ
３０.０メ
ートル

その
他の
港湾
の管
理の
ため
の施
設
（冷
凍コ
ンセ
ント
盤）

同上
（Ｎ−５−２）

６基 屋外式
自立型
防滴構
造

その
他の

日向市竹島町３番及
び３番２

１基 高さ
　8.2メ

港湾
の管
理の
ため
の施
設
（チ
ェッ
キン
グブ
リッ
ジ）

（Ｎ−５−３） ートル
幅員
1３.8メ
ートル

その
他の
港湾
の管
理の
ため
の施
設（
危険
物用
消火
栓）

日向市竹島町３番２
（Ｎ−５−４）

２基 給水能
力
30トン
／時

港湾
管理
事務
所

日向市竹島町３番
（Ｎ−５−５）

総床面積
　281.8平
方メート
ル

プレハ
ブ２階
建て

その
他の
港湾
の管
理の
ため
の施
設
（オ
イル
フェ
ンス
巻取
機）

同上
（Ｎ−５−６）

１基 巻取数
量Ａ型
オイル
フェン
ス　600
メート
ル

細島港
（商業
港地区
）

係留
施設

物揚
場

日向市大字細島字八
幡町852番４地先
（Ｃ−６−11）

延長
9０.０メー
トル

水深
　３.5メ
ートル

同上
（Ｃ−６−12）

延長
　12０.０メ
ートル

水深
　３.5メ
ートル
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港湾
環境
整備
施設

緑地 日向市大字日知屋字
幡浦
（Ｌ−２−２−１）

面積
　7，927平
方メート
ル

美々津
港

外郭
施設

防波
堤

日向市美々津町地先
（Ｂ−１−22）

延長
72.０メー
トル

天端高
　7.8メ
ートル

宮崎港 水域
施設

泊地 宮崎市港東３丁目６
番地先
（Ａ−２−１−３）

面積
54，３００平
方メート
ル

水深
　7.5メ
ートル

同上
（Ａ−２−１−４）

面積
６2，7００平
方メート
ル

水深
　9.０メ
ートル

同上
（Ａ−２−１−５）

面積
　1３2，4００
平方メー
トル

水深
　9.０メ
ートル

宮崎市新別府町前浜
1400番16地先
（Ａ２′−１）

面積
24，０００平
方メート
ル

水深
　３.０メ
ートル

外郭
施設

防波
堤

同上
（Ｂ１′−１）

延長
　３００.０メ
ートル

天端高
　６.5メ
ートル

同上
（Ｂ１′−２）

延長
　175.０メ
ートル

天端高
　7.０メ
ートル

護岸 宮崎市阿波岐原町前
浜4277番32地先
（Ｂ−５−32）

延長
　３27.０メ
ートル

天端高
　３.5メ
ートル

同上
（Ｂ−５−33）

延長
　17０.０メ
ートル

天端高
　６.０メ
ートル

同上
（Ｂ−５−34）

延長
　415.8メ
ートル

天端高
　5.5メ
ートル

突堤 同上
（Ｂ−７−２）

延長
　28０.０メ
ートル

天端高
　4.０メ
ートル

同上 延長 天端高

（Ｂ−７−３） 　19０.０メ
ートル

　６.０メ
ートル

同上
（Ｂ−７−４）

延長
　17０.０メ
ートル

天端高
　６.０メ
ートル

離岸
堤

同上
（Ｂ11−８）

延長
　2００.０メ
ートル

天端高
−　０.5
メート
ル

同上
（Ｂ11−９）

延長
　1６０.０メ
ートル

天端高
−　０.5
メート
ル

臨港
交通
施設

臨港
道路

宮崎市新別府町前浜
1400番16
（Ｄ−１−38）

延長
　75３.０メ
ートル

幅員
　６.5メ
ートル

駐車
場

同上
（Ｄ−４−５）

面積
　３，7６7平
方メート
ル

アスフ
ァルト
舗装

港湾
環境
整備
施設

緑地 同上
（Ｌ−２−４）

面積
　8，8００平
方メート
ル

同上
（Ｌ−２−５）

面積
21，６００平
方メート
ル

港湾
管理
施設

港湾
管理
事務
所

同上
（Ｎ−１−２）

総床面積
　19.87平
方メート
ル

木造平
屋建て

内海港 外郭
施設

防波
堤

宮崎市大字内海字鉢
屋平3469番10地先
（Ｂ−１−９−２）

延長
48.６メー
トル

天端高
　4.６メ
ートル

同上
（Ｂ−１−10）

延長
5３.5メー
トル

天端高
　4.2メ
ートル

油津港 外郭
施設

防波
堤

日南市大字平野字大
節8338番41地先
（Ｂ−１−５−５）

延長
18.３メー
トル

天端高
　7.5メ
ートル

荷さ 上屋 日南市大字平野字大 総床面積 鉄骨造
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ばき
施設

節8338番41
（Ｆ−５−１）

1，7３2.4６
平方メー
トル

平屋建
て

港湾
環境
整備
施設

緑地 同上
（Ｌ−２−３）

面積
1３，０００平
方メート
ル

港湾
管理
施設

その
他の
港湾
の管
理の
ため
の施
設（
照明
灯）

同上
（Ｎ−５−１）

６基 高さ
12.5メ
ートル
　1，０００
ワット
×９灯
／１基

福島港 水域
施設

泊地 串間市大字西方字下
タ町地先
（Ａ−２−５）

面積
３5，487平
方メート
ル

水深
　5.5メ
ートル

外郭
施設

防波
堤

同上
（Ｂ−１−９−５）

延長
5０.０メー
トル

水深
　5.３メ
ートル

護岸 同上
（Ｂ−５−25−４）

延長
2３.1メー
トル

水深
　4.３メ
ートル

大納港 外郭
施設

防波
堤

串間市大字大納字縄
手地先
（Ｂ−１−２−７）

延長
15.０メー
トル

天端高
　5.０メ
ートル

宮崎県告示第 788号
　港湾法（昭和25年法律第　218号）第34条において準用する同法第
12条第５項の規定により、宮崎県が管理する港湾施設の概要を次の
とおり公示する。
　関係図面は、宮崎県県土整備部港湾課、宮崎県北部港湾事務所、
宮崎県中部港湾事務所、宮崎県油津港湾事務所及び宮崎県串間土木
事務所において公衆の縦覧に供する。
　なお、港湾施設の概要の公示（平成20年宮崎県告示第　949号）は
、廃止する。
　　平成21年12月10日

宮崎県知事　東国原　英　夫　

港　名
港　　湾　　施　　設

区分 種類 位置（図面対象番号） 数　量 能　力

細島港
（工業

臨港
交通

臨港
道路

日向市大字日知屋字
竹島町３

延長
　３1０.０メ

幅員
11.5メ

港地区
）

施設 （Ｄ−１−16） ートル ートル

荷さ
ばき
施設

軌道
走行
式荷
役機
械

同上
（Ｆ−２−５）

１基 吊り上
げ荷重
45.０ト
ン
公称能
力
　350ト
ン／時

荷さ
ばき
地

同上
（Ｆ−４−１）

面積
24，1０６平
方メート
ル

コンク
リート
舗装

港湾
管理
施設

港湾
管理
事務
所

日向市大字日知屋字
新開　17371番２
（Ｎ−１−１）

総床面積
8３9.24平
方メート
ル

港湾
管理
用資
材倉
庫

日向市大字日知屋字
竹島町３
（Ｎ−２−２）

総床面積
211.25平
方メート
ル

細島港
（商業
港地区
）

港湾
公害
防止
施設

その
他施
設（
防塵
柵）

日向市大字日知屋字
西の原5505番４
（Ｊ−３−１）

延長
　1０5.３メ
ートル

高さ
　8.０メ
ートル

美々津
港

外郭
施設

防波
堤

日向市大字幸脇字港
柱通地先
（Ｂ−１−17）

延長
12.６メー
トル

天端高
　5.7メ
ートル

同上
（Ｂ−１−19）

延長
2０.３メー
トル

天端高
　5.7メ
ートル

護岸 日向市大字美々津町
字北石並地先
（Ｂ−５−39）

延長
　4０.5６メ
ートル

天端高
　7.０メ
ートル

日向市大字美々津町
字崎田町地先
（Ｂ−５−40）

延長
184.79メ
ートル

天端高
　7.０メ
ートル

延岡港 外郭
施設

防波
堤

延岡市東海町地先
（Ｂ−１−７−５）

延長
17.5メー
トル

天端高
　4.5メ
ートル

延岡新 外郭 防波 延岡市新浜町２丁目 延長 天端高
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港 施設 堤 8935番160地先
（Ｂ−１−３−４）

12.0メー
トル

　4.5メ
ートル

熊野江
港

外郭
施設

護岸 延岡市熊野江町地先
（Ｂ−５−10）

延長
8６.３メー
トル

天端高
　2.8メ
ートル

係留
施設

物揚
場

同上
（Ｃ−６−６）

延長
　112.０メ
ートル

水深
　2.０メ
ートル

古江港
（古江
・阿蘇
地区）

外郭
施設

防波
堤

延岡市北浦町古江字
宇和路2338番地先
（Ｂ−１−26）

延長
2０.０メー
トル

天端高
　5.０メ
ートル

延岡市北浦町古江字
阿蘇地先
（Ｂ−１−27）

延長
12.０メー
トル

天端高
　5.０メ
ートル

護岸 同上
（Ｂ−５−14）

延長
　2.5メー
トル

天端高
　2.8メ
ートル

延岡市北浦町古江字
古江浜地先
（Ｂ−５−30）

延長
３０.０メー
トル

天端高
　2.8メ
ートル

延岡市北浦町古江字
阿蘇地先
（Ｂ−５−31）

延長
1０.０メー
トル

天端高
　2.8メ
ートル

同上
（Ｂ−５−32）

延長
2０.０メー
トル

天端高
　2.8メ
ートル

係留
施設

物揚
場

同上
（Ｃ−６−７）

延長
42.5メー
トル

水深
　1.０メ
ートル

延岡市北浦町古江字
古江浜地先
（Ｃ−６−16）

延長
　12０.０メ
ートル

水深
　３.０メ
ートル

延岡市北浦町古江字
阿蘇地先
（Ｃ−６−17）

延長
　12０.０メ
ートル

水深
　３.０メ
ートル

同上
（Ｃ−６−18）

延長
　11０.０メ
ートル

水深
　2.０メ
ートル

古江港
（直海
地区）

外郭
施設

防波
堤

延岡市北浦町市振字
直海3817番４地先
（Ｂ−１−17）

延長
1０.4メー
トル

天端高
　６.5メ
ートル

護岸 同上
（Ｂ−５−14）

延長
17.5メー
トル

天端高
　2.8メ
ートル

宮崎港 外郭
施設

導流
堤

宮崎市大字赤江字飛
江田地先
（Ｂ−４−５−１）

延長
　155.０メ
ートル

天端高
　３.０メ
ートル

同上
（Ｂ−４−５−２）

延長
６1.０メー
トル

天端高
　３.０メ
ートル

突堤 宮崎市大字赤江字飛
江田地先
（Ｂ−７−１）

延長
5０.０メー
トル

天端高
　4.4メ
ートル

係留
施設

岸壁 宮崎市港東3丁目4番
地先
（Ｃ−１−10）

延長
　198.０メ
ートル

水深
　9.０メ
ートル

船揚
場

宮崎市港東1丁目1番
地先
（Ｃ−７−１）

延長
15.０メー
トル

水深
　2.３メ
ートル

臨港
交通
施設

駐車
場

宮崎市新別府町字前
浜1399番12
（Ｄ−４−４）

面積
　5，６０5平
方メート
ル

アスフ
ァルト
舗装

船舶
役務
用施
設

給水
施設

宮崎市港３丁目４番
（Ｉ−１−５）

１基 　０.5ト
ン／分

同上
（Ｉ−１−６）

１基 　０.5ト
ン／分

廃棄
物処
理施
設

廃棄
物埋
立護
岸

宮崎市港東３丁目１
番地先
（Ｋ−１−２）

延長
　85３.０メ
ートル

天端高
11.5メ
ートル

油津港 外郭
施設

護岸 日南市大字平野字大
節8338番１地先
（Ｂ−５−51）

延長
　45０.０メ
ートル

天端高
12.5メ
ートル

航行
補助
施設

航路
標識

日南市大字平野字大
節8338番41地先
（Ｅ−１−５）

１基 光達距
離
　６.０カ
イリ、
灯色　
赤色

外浦港 外郭
施設

防波
堤

日南市南郷町大字贄
波字魚見29番12地先

延長
　11０.０メ
ートル

天端高
　３.６メ
ートル
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（Ｂ−１−４）

航行
補助
施設

航路
標識

日南市南郷町大字栄
松地先
（Ｅ−１−２）

１基 光達距
離
　1.8キ
ロメー
トル、
灯色　
黄色

大島港 航行
補助
施設

航路
標識

日南市南郷町大字中
村字小場浜乙7906番
５地先
（Ｅ−１−１）

１基 光達距
離
　5.０キ
ロメー
トル、
灯色　
黄色

日南市南郷町大字中
村字荒平7847番１地
先
（Ｅ−１−２）

１基 光達距
離
　３.7キ
ロメー
トル、
灯色　
赤色

福島港 外郭
施設

防波
堤

串間市大字西方字下
夕町　15071番　128地
先
（Ｂ−１−５−10）

延長
45.8メー
トル

天端高
　7.０メ
ートル

同上
（Ｂ−１−９−１）

延長
　12０.０メ
ートル

天端高
　5.5メ
ートル

突堤 串間市大字西方字新
渡目　15288番１地先
（Ｂ−７−４）

延長
87.7メー
トル

天端高
　5.０メ
ートル

係留
施設

船揚
場

串間市大字西方字下
夕町　15071番　127地
先
（Ｃ−７−２−２）

延長
３０.０メー
トル

天端高
　３.０メ
ートル

公 告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第２項の規
定により、大規模小売店舗の変更に関する届出があったので、届出
書その他関係書類を次のとおり縦覧に供する。
　なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活
環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、本日
から4月以内に宮崎県知事に意見書を提出することができる。
　　平成21年12月10日

宮崎県知事　東国原　英　夫　
１　大規模小売店舗の名称及び所在地
　　アタックス高鍋店
　　児湯郡高鍋町大字北高鍋字大池久保4478番１　外
２�　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法
人にあっては代表者の氏名
　　株式会社ロンフレ　代表取締役　永友秀侍
　　小林市大字真方　218番地
３　変更しようとする事項
　⑴　大規模小売店舗内の店舗面積の合計
　　（変更前）　　2，9０7㎡
　　（変更後）　　1，9６7㎡
　⑵　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項
　　①　駐車場の位置及び収容台数
　　　（変更前）　場内中央駐車場（No１）　　　　72台
　　　　　　　　　建物南側駐車場（No２）　　　　15台
　　　　　　　　　隣接駐車場（No３）　　　　　　20台
　　　　　　　　　合計　　　　　　　　　　　　　107台
　　　（変更後）　建物敷地東側駐車場（No１）　　94台
　　　　　　　　　建物敷地外南側駐車場（No２）　15台
　　　　　　　　　合計　　　　　　　　　　　　　109台
　　②　駐輪場の位置及び収容台数
　　　（変更前）　Ａ棟南東側（No１）　　　４台
　　　　　　　　　Ａ棟南東側（No２）　　　４台
　　　　　　　　　Ｂ棟西側（No３）　　　　７台
　　　　　　　　　合計　　　　　　　　　　15台
　　　（変更後）　Ａ棟南東側　　　　　　　34台
　　③　荷さばき施設の位置及び面積
　　　（変更前）　Ａ棟北東側（No１）　　　30㎡
　　　　　　　　　Ｂ棟北側（No２）　　　　25㎡
　　　　　　　　　合計　　　　　　　　　　55㎡
　　　（変更後）　Ａ棟北東側　　　　　　　55㎡
　　④　廃棄物等の保管施設の位置及び容量
　　　（変更前）　建物敷地北側　　　　　　　27㎥
　　　（変更後）　建物敷地北側（No１）　　1６.３9㎥
　　　　　　　　　建物敷地北側（No２）　　３３.88㎥
　　　　　　　　　合計　　　　　　　　　　5０.27㎥
　⑶　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項
　　①�　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉

店時刻
　　　（変更前）　開店時刻　午前10時00分
　　　　　　　　　閉店時刻　午後８時00分
　　　（変更後）　開店時刻　午前９時00分
　　　　　　　　　閉店時刻　午後９時45分
　　②　来客が駐車場を利用することができる時間帯
　　　（変更前）　午前９時30分〜午後８時30分
　　　（変更後）　午前８時30分〜午後10時00分
　　③　駐車場の自動車の出入口の数及び位置
　　　（変更前）　場内中央駐車場南側及び西側　　　　４箇所
　　　　　　　　　建物南側駐車場北側　　　　　　　　１箇所
　　　　　　　　　隣接駐車場南側　　　　　　　　　　１箇所
　　　　　　　　　合計　　　　　　　　　　　　　　　６箇所
　　　（変更後）　建物敷地東側駐車場南側及び北西側　４箇所
　　　　　　　　　建物敷地外南側駐車場北側　　　　　１箇所
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　　　　　　　　　合計� ５箇所　
　　④　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯
　　　（変更前）　午前９時30分〜午後８時00分
　　　（変更後）　午前６時00分〜午後10時00分
４　変更する年月日
　　平成21年11月27日
５　変更する理由
　　商環境の変化に伴う営業施策のため
６　届出年月日
　　平成21年11月17日
７　届出書その他関係書類の縦覧場所及び期間
　⑴　場所
　　�　宮崎県商工観光労働部商業支援課、宮崎県西臼杵支庁総務課
、宮崎県日南県税・総務事務所総務商工センター、宮崎県都城
県税・総務事務所総務商工センター及び宮崎県延岡県税・総務
事務所総務商工センター

　⑵　期間
　　　平成21年12月10日から平成22年４月12日まで
８　意見書の提出先及び期間
　⑴　提出先
　　　宮崎県商工観光労働部商業支援課
　⑵　期間
　　　平成21年12月10日から平成22年４月12日まで
９　意見書の記載事項
　�　意見書には、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地
域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見ととも
に、意見書提出者の氏名又は名称及び住所並びに当該大規模小売
店舗の名称を日本語により記載すること。

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第２項の規
定により、大規模小売店舗の変更に関する届出があったので、届出
書その他関係書類を次のとおり縦覧に供する。
　なお、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活
環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、本日
から4月以内に宮崎県知事に意見書を提出することができる。
　　平成21年12月10日

宮崎県知事　東国原　英　夫　
１　大規模小売店舗の名称及び所在地
　　西都農業協同組合Ａコープさいと店
　　西都市大字右松2108番地　外18筆
２�　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法
人にあっては代表者の氏名
　　西都農業協同組合　代表理事　緒方安雄
　　西都市大字右松2071番地
３　変更しようとする事項
　⑴　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項
　　①　大規模小売店舗において小売業を行う者の閉店時刻
　　　Ａコープみやざき　　　（変更無）　午後９時
　　　さいと薬局　　　　　　（変更無）　午後９時
　　　小僧寿し　　　　　　　（変更無）　午後９時
　　　サンイトミヤ　　　　　（変更無）　午後９時
　　　西都農業協同組合　　　（変更前）　午後５時
　　　　　　　　　　　　　　（変更後）　午後７時
４　変更する年月日

　　平成21年12月１日
５　変更する理由
　　農産物直売所の営業時間の見直しを行うため
６　届出年月日
　　平成21年11月26日
７　届出書その他関係書類の縦覧場所及び期間
　⑴　場所
　　�　宮崎県商工観光労働部商業支援課、宮崎県西臼杵支庁総務課
、宮崎県日南県税・総務事務所総務商工センター、宮崎県都城
県税・総務事務所総務商工センター及び宮崎県延岡県税・総務
事務所総務商工センター

　⑵　期間
　　　平成21年12月10日から平成22年４月12日まで
８　意見書の提出先及び期間
　⑴　提出先
　　　宮崎県商工観光労働部商業支援課
　⑵　期間
　　　平成21年12月10日から平成22年４月12日まで
９　意見書の記載事項
　�　意見書には、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地
域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見ととも
に、意見書提出者の氏名又は名称及び住所並びに当該大規模小売
店舗の名称を日本語により記載すること。

　建設業法（昭和24年法律第　100号）第28条第３項の規定により、
建設業者の営業の一部の停止を次のとおり命じた。
　　平成21年12月10日

宮崎県知事　東国原　英　夫　
１　処分をした年月日
　　平成21年12月３日
２　処分を受けた者の商号、主たる営業所の所在地及び許可番号
　　コスモ緑化建設有限会社
　　えびの市大字池島　499
　　宮崎県知事許可（般−17）第9061号
３　処分を受けた者の代表者の氏名
　　星指　一茂
４　処分の内容
　�　平成21年12月18日から平成22年12月17日までの１年間、土木工
事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの又は民間工事であ
って補助金等の交付を受けているものの営業停止を命じる。
　　注１�「土木工事業に関する営業」とは、注文者から土木一式工

事を請け負う営業をいう。
　　注２�「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法（昭和40

年法律第34号）別表第一に掲げる公共法人（地方公共団体
を除く。）又は建設業法施行規則（昭和24年建設省令第14
号）第18条に規定する法人が発注者である建設工事は民間
資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法
律（平成11年法律第　117号）第２条第２項に規定する特定
事業に係る建設工事をいう。

　　注３「民間工事」とは、上記注２以外の建設工事をいう。
　　注４�「補助金等」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に

関する法律（昭和30年法律第　179号）第２条第１項に規定
する補助金等及び同条第４項に規定する間接補助金等並び
に地方公共団体の交付する給付金でこれらに類するものを
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いう。

５　処分の原因となった事実
　�　星指造園土木有限会社（平成21年８月19日付けでコスモ緑化建
設有限会社に商号変更）の前代表取締役は、えびの市が平成20年
６月27日に施行した「平成20年度榎田橋橋梁維持工事」及び平成
20年７月24日に施行した「平成20年度過疎対策事業市道御仕立山
耕地９号線道路改良工事」の入札に関し、公正な入札を妨害した
として、平成21年10月５日に宮崎地方裁判所から懲役１年（執行

猶予３年）の判決を受け、その刑が確定している。このことは、
建設業法第28条第１項第２号及び第３号に該当する。

　建設業法（昭和24年法律第　100号）第29条第１項の規定により、
建設業者許可を次のとおり取り消した。
　　平成21年12月10日

宮崎県知事　東国原　英　夫　

処分を受けた建設業者 処分の内容 処分の原因と
なった事実 処分をした年月日

許可番号 商号又は名称 代表者の氏名 主たる営業
所の所在地

許可の
区分 取り消した業種

宮 崎 県 知 事 許 可
（般−17）第　662号

㈲赤塚建設 赤塚　ツユ子 宮崎県都城
市高崎町大
牟田1310−
８

一般 建築工事業 平成21年10月
14日付けで廃
業した旨の届

平成21年1０月14日
（一部廃業）

宮 崎 県 知 事 許 可
（般−19）第1049号

㈱泉建設 税所　泉 宮崎県都城
市高木町47
71−２

一般 土木工事業、建築工事
業、とび・土工工事業
、管工事業、鋼構造物
工事業、ほ装工事業、
しゅんせつ工事業、造
園工事業、水道施設工
事業

平成21年10月
６日　　〃

平成21年10月６日
（全廃業）

宮 崎 県 知 事 許 可
（特−18）第1542号

落丸建設㈲ 落丸　弘 宮崎県日南
市大字益安
　740

特定 土木工事業、建築工事
業、大工工事業、左官
工事業、とび・土工工
事業、石工事業、屋根
工事業、タイル・れん
が・ブロック工事業、
鋼構造物工事業、鉄筋
工事業、ほ装工事業、
しゅんせつ工事業、板
金工事業、ガラス工事
業、塗装工事業、防水
工事業、内装仕上工事
業、熱絶縁工事業、建
具工事業、水道施設工
事業

平成21年10月
30日　　〃

平成21年10月30日
（全廃業）

宮 崎 県 知 事 許 可
（般−17）第4192号

㈱東洋 森　勇 宮崎県都城
市山之口町
富吉3027−
１

一般 管工事業 平成21年10月
27日　　〃

平成21年10月27日
（一部廃業）

宮 崎 県 知 事 許 可
（般−19）第6312号

㈲技建工業 中村　修一 宮崎県都城
市山之口町
花木1349

一般 管工事業 平成21年10月
９日　　〃

平成21年10月9日
（一部廃業）

宮 崎 県 知 事 許 可
（般−18）第8119号

㈲大木産業 大木　龍喜 宮崎県西都
市大字南方
1196−５

一般 土木工事業、とび・土
工工事業、ほ装工事業
、水道施設工事業

平成21年10月
19日　　〃

平成21年10月19日
（一部廃業）

宮 崎 県 知 事 許 可
（般−18）第　10914号

国友工業㈱ 川越　輝美 宮崎県日南
市北郷町郷
之原乙1362
−２

一般 電気工事業 平成21年10月
26日　　〃

平成21年10月26日
（一部廃業）

宮 崎 県 知 事 許 可
（般−21）第　11066号

㈲源工務店 源　隆美 宮崎県宮崎
市大字有田
2036−１

一般 左官工事業、とび・土
工工事業、石工事業、
鋼構造物工事業、鉄筋
工事業、板金工事業、
ガラス工事業、塗装工
事業、防水工事業、熱
絶縁工事業、建具工事
業

平成21年10月
28日　　〃

平成21年10月28日
（一部廃業）

宮 崎 県 知 事 許 可
（般−20）第　11773号

㈲タバタ工業 田端　憲義 宮崎県東臼
杵郡門川町
大字門川尾

一般 管工事業 平成21年10月
21日　　〃

平成21年10月21日
（一部廃業）
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末　10833−
１

宮 崎 県 知 事 許 可
（特−21）第　11983号

宮崎建設開発
㈱

甲斐　英和 宮崎県宮崎
市橘通西５
−１−23

特定 土木工事業、とび・土
工工事業、鋼構造物工
事業、ほ装工事業、し
ゅんせつ工事業、造園
工事業、水道施設工事
業

平成21年10月
29日付けで廃
業した旨の届

平成21年10月29日
（全廃業）

宮 崎 県 知 事 許 可
（般−19）第　12342号

㈱藤設備 藤戸　祐太 宮崎県宮崎
市霧島２−
21

一般 土木工事業、とび・土
工工事業、石工事業、
鋼構造物工事業、ほ装
工事業、しゅんせつ工
事業

平成21年10月
15日　　〃

平成21年10月15日
（一部廃業）

入札公告
　総合評価一般競争入札を次のとおり実施する。
　　平成21年12月10日

宮崎県知事　東国原　英　夫　
１　競争入札に付する事項
　⑴�　業務名　自治体クラウド開発実証事業におけるＡＳＰ・Ｓａ
ａＳ業務（以下「委託業務」という。）

　⑵　契約期間　契約締結の日から平成22年３月31日まで
　⑶�　業務の特質等　自治体クラウド開発実証事業におけるＡＳＰ
・ＳａａＳ業務委託仕様書（以下「仕様書」という。）による
。

　⑷�　入札方法　⑴について、総合評価一般競争入札を行うので、
総合評価のための企画提案書等（以下「企画提案書等」という
。）及び入札書を指定した期日に提出すること。必要書類の種
類及び部数については、入札説明書による。入札金額は委託業
務に係る一切の諸経費を含めた額を記載すること。

　　�　なお、落札決定に当たっては、入札書に記載した金額に当該
金額の　100分の５に相当する金額を加算した金額（１円未満の
端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）をもって落札
価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税
事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約
希望金額の　105分の　100に相当する金額を入札書に記載するこ
と。

２　競争入札に参加する者に必要な資格
　⑴�　平成21年宮崎県告示第　234号に規定する資格を有する者で、
業種がサービス（役務の提供）に関する業種のもの（以下「参
加資格者」という。）であり、かつ、次のア及びイの要件を満
たす者とする。

　　ア�　この公告の日から企画提案書等のヒアリングを行う日まで
の間に宮崎県から指名停止の措置を受けていない者

　　イ�　過去２年以内に、上記１の⑴と類似するシステムの開発実
績を２件以上有している者

　⑵�　共同企業体（ＪＶ）での参加は可とする。ただし、各構成員
が参加資格者であって、⑴アに該当し、かつ、構成員のいずれ
かが⑴イに該当する者であること。なお、ＪＶの構成員として
参加した者は、単独で参加することはできない。

　⑶�　入札に参加しようとする者は、入札参加資格審査申請書に入
札説明書に掲げる書類を添付して提出し、入札参加資格審査を
受けなければならない。

　　ア�　提出場所　宮崎県県民政策部情報政策課行政情報化推進担
当　宮崎市橘通東２丁目10番１号　郵便番号　880−8501　電

話番号0985（26）7046
　　イ　提出期限　平成21年12月22日午後５時
　　ウ�　提出方法　持参又は送付（送付にあっては、書留郵便又は

それと同等の手段に限る。）によること。
　　エ�　その他　上記提出期限を経過しても入札書の提出期限まで

は入札参加資格審査に係る書類を随時受け付けるが、この場
合には資格要件審査が入札に間に合わないことがある。なお
、入札者は、当該書類について説明を求められたときは、こ
れに応じなければならない。

３　契約条項を示す場所及び期間
　⑴　場所　宮崎県県民政策部情報政策課行政情報化推進担当
　⑵�　期間　平成21年12月10日から平成21年12月28日まで（土曜日
、日曜日及び祝日を除く。午前９時から午後５時まで）

４　入札説明書の交付場所及び交付期間
　⑴　場所　宮崎県県民政策部情報政策課行政情報化推進担当
　⑵�　期間　平成21年12月10日から平成21年12月28日まで（土曜日
、日曜日及び祝日を除く。午前９時から午後５時まで）

５　入札説明会の場所及び日時
　⑴�　場所　宮崎県庁附属棟３階　302号室　宮崎市橘通東２丁目10
番１号

　⑵　日時　平成21年12月15日午前10時
６　入札書の提出場所、提出期限及び提出方法
　⑴　提出場所　宮崎県県民政策部情報政策課行政情報化推進担当
　⑵�　提出期限　平成22年１月５日午前10時（送付にあっては平成
22年１月４日午後５時必着）

　⑶�　提出方法　持参又は送付（送付にあっては、書留郵便又はそ
れと同等の手段に限る。）によること。

７　企画提案書等の提出場所、提出期限及び提出方法
　�　入札への参加を希望する者は、入札説明書で定める企画提案書
等を提出すること。なお、企画提案書等を提出した者に対しては
、平成22年１月中にヒアリングを行う予定である。
　⑴　提出場所　宮崎県県民政策部情報政策課行政情報化推進担当
　⑵�　提出期限　平成22年１月５日午前10時（送付にあっては平成
22年１月４日午後５時必着）

　⑶�　提出方法　持参又は送付（送付にあっては、書留郵便又はそ
れと同等の手段に限る。）によること。

８　開札の場所及び日時
　⑴�　場所　宮崎県庁附属棟３階　306号室　宮崎市橘通東２丁目10
番１号

　⑵　日時　平成22年１月５日午前10時
９　入札保証金
　�　入札保証金については、宮崎県財務規則（昭和39年宮崎県規則
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第２号）第　100条の規定による。
10　入札の無効に関する事項
　　宮崎県財務規則第　125条に規定する入札は、無効とする。
11　落札者の決定の方法
　⑴�　有効な入札書を提出し、委託業務の予定価格に　105分の　100
を乗じて得た額の範囲内の価格をもって入札した者であって、
入札説明書で定める総合評価の方法をもって価格その他の条件
が宮崎県にとって最も有利な者を落札者とする。ただし、落札
者となるべき者の入札価格によっては、その者により委託業務
の契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めら
れるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩
序を乱すこととなるおそれがあって著しく不当であると認めら
れるときは、その者を落札者とせず、予定価格の範囲内の価格
をもって入札した他の者のうち、入札説明書で定める総合評価
の方法をもって価格その他の条件が宮崎県にとって次に有利な
申込みをした者を落札者とする。

　⑵�　企画提案書等は、別に定める自治体クラウド開発実証事業に
おけるＡＳＰ・ＳａａＳ業務委託総合評価基準書に示す各評価
項目（以下「各評価項目」という。）において提案内容の評価
に応じて加点（以下「企画提案点」という。）を与えるものと
する。

　⑶�　入札価格について次の式により算出した数値（以下「価格点
」という。）を与えるものとする。

　　　価格点＝（１−入札価格／予定価格）×60＋20
　⑷�　各評価項目の全てについて仕様書の要求要件を満たし、かつ
、企画提案点と価格点の合計点が最も高い者（以下「最高評価
値者」という。）を落札者とする。

　⑸�　最高評価値者が２者以上あるときは、当該最高評価値者にく
じを引かせ、落札者を決定する。この場合において、当該最高
評価値者のうちくじを引かないものがあるときは、これに代え
てこの入札の事務に関係のない県職員にくじを引かせるものと
する。

12　契約に関する事務を担当する部局等
　�　宮崎県県民政策部情報政策課行政情報化推進担当　宮崎市橘通
東２丁目10番１号　郵便番号　880−8501　電話番号0985（26）70
　46
13　入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨
　　日本語及び日本国通貨
14　その他
　⑴�　この競争入札による調達は、世界貿易機関（ＷＴＯ）に基づ
く政府調達に関する協定の適用を受ける。

　⑵�　特定調達に係る苦情処理の関係において、宮崎県政府調達苦
情検討委員会は、調達手続の停止等を要請する場合がある。こ
の場合、調達手続の停止等があり得る。

　⑶　その他、この競争入札に関する詳細は、入札説明書による。
15　Summary
　⑴　Nature�and�quantity�of�the�service�required:�Electronic�ap-
　　plication�service�offer�duties
　⑵　Time�limit�for�tender:�10:00a.m�5�January�2010
　⑶�　Contact�point�for�the�notice:�Prefectural�Policy�Department�
Information�Administration�Division�Miyazaki�Prefectural�Go-

落札者等の公告
　一般競争入札により落札者を決定したので、次のとおり公示する
。
　　平成21年12月10日

宮崎県病院局長　甲　斐　景早文　
１　落札に係る調達件名
　　血管造影装置３式（設置に必要な工事を含む｡）
２　契約に関する事務を担当する部局等
　�　宮崎県病院局経営管理課財務担当　宮崎市橘通東１丁目９番10
号
３　落札者を決定した日
　　平成21年11月５日
４　落札者の氏名及び住所
　　アイティーアイ株式会社　長崎市興善町６番７号
５　落札金額
　　　4３5，2６8，３9６円
６　一般競争入札の公告を行った日
　　平成21年９月14日

病 院 局 公 告

選挙管理委員会告示

宮崎県選挙管理委員会告示第79号
　政治資金規正法（昭和23年法律第　194号）第12条第１項の規定に
より、政治団体の会計責任者から提出された平成20年分の収支及び
支出に関する報告書の要旨は次のとおりである。
　　平成21年12月10日
� 宮崎県選挙管理委員会委員長　川　崎　浩　康　

（その他の政治団体）

　政治団体の名称　　　松田茂徳後援会
　（平成20年分）
　１　収入・支出の総額
　　⑴　収入総額� 　　　　　　　　　０円
　　　ア　前年繰越額� 0円
　　　イ　本年収入額� 0円
　　⑵　支出総額� 　　　　　　　　　０円

宮崎県選挙管理委員会告示第80号
　政治資金規正法（昭和23年法律第　194号）第12条第１項の規定に
より、政治団体の会計責任者から提出された平成19年分の収支報告
書について自由民主党宮崎県都城市第一支部の会計責任者から訂正
の報告があったので、同法第20条第１項の規定に基づき、平成19年
分の政治団体の収支報告書の要旨の一部を次のとおり訂正する。
　　平成21年12月10日
� 宮崎県選挙管理委員会委員長　川　崎　浩　康　

　　vernment,�２-10-１�TachibanadoriHigashi,�Miyazaki�City,�880-
　　8501�Japan.�TEL:�0985-26-7046

　（平成19年分）
　　別冊　政党の部　１総括表の表中
「



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
を
「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
に改める。
　別冊　政党の部　２寄附の内訳の表中に
「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
を加える。

0 0 ６42，275 0 ６42，275 0

自由民主党宮崎県
都城市第一支部

H20．
３．19

６42，275 0 ６42，275 ６42，275 0 74，4００ 104 0 0

　（平成19年分）
　　別冊　その他の政治団体の部　１総括表の表中
「

� 」
を
「
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自由民主党宮崎県
都城市第一支部

H20．
３．19 942，275 0 942，275 942，275 0 74，4００ 104 0 0

３００，０００ ３００，００００ 0 0 5６7，875 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 ３００，０００ 0 ６42，275 0 942，275 0

自由民主党宮崎県都城市第一支部
（政治団体）
都城地区建設業政治連盟

３００，０００ 都城市

0 0 0 0 5６7，875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

宮崎県選挙管理委員会告示第81号
　政治資金規正法（昭和23年法律第　194号）第12条第1項の規定に
より、政治団体の会計責任者から提出された平成19年及び20年分の
収支報告書について川村秀三郎後援会の会計責任者から訂正の報告
があったので、同法第20条第1項の規定に基づき、平成19年及び20
年分の政治団体の収支報告書の要旨の一部を次のとおり訂正する。
　　平成21年12月10日
� 宮崎県選挙管理委員会委員長　川　崎　浩　康　

川村秀三郎後援会 H20．
３．31 19，74３，495 45，３9３ 19，６98，1０2 17，44０，848 2，３０2，６47 0 0

川村秀三郎後援会 H20．
３．31 2０，74３，495 45，３9３ 2０，６98，1０2 18，44０，848 2，３０2，６47 0 0

2，０97，３7０ 0 2，６００，０００ 4，６97，３7０ 0 15，０００，０００ 0 732 1，588，4００ ６，421 5０1，4３０

2，０97，３7０ 0 ３，６００，０００ 5，６97，３7０ 0 15，０００，０００ 0 732 1，588，4００ ６，421 5０1，4３０

1，871，9６2 ３，9６8，21３ 1，9３０，7３1 0 0 1，６44，5３4 0 0 0 9，897，３7０ 0 1３，472，６３5 0

1，871，9６2 ３，9６8，21３ 1，9３０，7３1 0 0 1，６44，5３4 0 0 1，０００，０００ 9，897，３7０ 0 1３，472，６３5 0



� 」
に改める。
　別冊　その他の政治団体の部　２寄附の内訳の表中
「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
を
「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
に改める。
　（平成20年分）
　　別冊　その他の政治団体の部　７政治資金パーティー対価に係る
　収入の内訳（１件20万円以上のもの）の表中
「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
を
「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
に改める。

　（平成20年分）
　　別冊　その他の政治団体の部　１総括表の表中
「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
を、
「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
に改める。
　　別冊　その他の政治団体の部　２寄附の内訳の表中に
「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
を加える。

　（平成20年分）
　　別冊　その他の政治団体の部　１総括表の表中
「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
を
「
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川村秀三郎後援会
（政治団体）
日本林業の政策を推進する政治連盟
豊かで住みよい宮崎をつくる会

３００，０００
2，３００，０００

東京都
宮崎市

川村秀三郎後援会
（政治団体）
日本林業の政策を推進する政治連盟
豊かで住みよい宮崎をつくる会
南九州府を創る会

３００，０００
2，３００，０００
1，０００，０００

東京都
宮崎市
宮崎市

川村秀三郎後援会

かわむら秀三郎と語る集い 都光電機産業㈱ 7００，０００ 宮崎市

川村秀三郎後援会

かわむら秀三郎と語る集い
都光電機産業㈱

民主党宮崎県総支部連合会
7００，０００
5００，０００

宮崎市
宮崎市

宮崎県選挙管理委員会告示第82号
　政治資金規正法（昭和23年法律第　194号）第12条第１項の規定に
より、政治団体の会計責任者から提出された平成20年分の収支報告
書について田口雄二後援会の会計責任者から訂正の報告があったの
で、同法第20条第１項の規定に基づき、平成20年分の政治団体の収
支報告書の要旨の一部を次のとおり訂正する。
　　平成21年12月10日
� 宮崎県選挙管理委員会委員長　川　崎　浩　康　

田口雄二後援会
（政治団体）
宮崎民社協会延岡支部

70，000 延岡市

田口雄二後援会 H21．
３．31 593，870 593，870 0 34，350 559，520 0 0 0 0

田口雄二後援会 H21．
３．31 663，870 593，870 70，000 34，350 629，520 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 34，350 0 34，350 0 0 0 0

70，000 70，000 0 0 0 0 0 0 34，350 0 34，350 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

田口雄二後援会 H21．
３．31 593，870 593，870 0 34，350 559，520 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 34，350 0 34，350 0 0 0 0



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
に改める。
　別冊　その他の政治団体の部　２寄附の内訳の表中に
「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
を加える。

田口雄二後援会 H21．
３．31

663，870 593，870 70，000 34，350 629，520 0 0 0 0
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田口雄二後援会
（政治団体）
宮崎民社協会延岡支部

70，000 延岡市

70，000 70，000 0 0 0 0 0 0 34，350 0 34，350 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0



−�20�−
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